
令和５年１２月８日決定・告示

都市計画道路の変更
（１）3・4・16号 大谷川左岸線 ≪法線の変更≫
（２）3・4・17号 豊田大谷向線 ≪法線及び路線番号の変更≫

→ 3・5・10号 豊田大谷向線
（３）3・4・18号 倉ヶ崎豊田線 ≪廃止≫

（新旧対照図）

用途地域の変更
東武鬼怒川線大谷向駅の東に位置する下図赤枠部分を
第１種中高層住居専用地域から第１種住居地域に変更

第一種住居地域に変更

整備済区間 L=990m

整備済区間 L=270m


